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 お客様を守るために建物の悪質商法の手口を知ろう 
高齢者だけが住んでいる住宅に対し相変わらず「点検商法」という手口で悪

商法を行っているケースが目立ちます。昔は「消防署の方（ほう）からやっ

きました」というフレーズで消火器を販売する訪問業者が後を絶ちませんで

たが、それでも定価の 2 倍程度が上限で購入した方も「どうせいるものだか

」とあきらめることの出来る金額であったものが、時価の 10 倍以上で売るの

ざらで、最近の「点検商法」に至っては必要も無い工事を繰り返し行うなど

質化しています。これはみなさんの損害保険（火災保険や自動車保険）のお

様の中でも、結構引っかかっている方も多いと思われます。もっと厄介なの

、子ども夫婦と一緒に住んでいながら昼間留守をしている高齢者の方がこの

点検悪徳商法」に引っかかって高額な請求書を突きつけられ、自分が気安く

頼した後ろめたさに、泣く泣く自分の手持ち資金を子どもに内緒で支払って

まうケースもあるようです。 

今回は、その手口と対処法を会員のみなさんに知っていただき、この商法に

かりやすい高齢者の方のお客様や、2世帯でも昼間お年寄りだけが留守をされ

ようなお宅があれば、そんなお話をしてみてはいかがでしょう。 

 

商法の対象となる箇所＞ 

原則的に、高齢者では確認出来ない場所の傷みや汚れ 

 水管の詰まり、汚れ 

 床下の湿気、シロアリ 

 屋根の傷み、瓦の破損 

巧みな言葉の例＞ 

 排水管の点検清掃の割引サービス中で近所に工事に来ています。 

 ひどい湿気でカビだらけです。シロアリで柱がぼろぼろですよ。 

 瓦が所々傷んで、雨漏りの原因になりますよ。 

 ただいまキャンペーン中で半額です。 

 今だけ、ここだけ、あなただけです。 

れも、聞きなれたフレーズで自分だけはそんな言葉に引っかからないと思っ

おられる方でも、ついついその言葉に乗ってしまうケースが多いようです。 

対応策のポイント＞ 

 不意に訪れて、素人では簡単に見られないところを点検する業者に注意 

 言われるままに依頼すると、最初の工事費は安くとも次々と新しい箇所の工

事契約を求められるケースがあります、はっきりと断る勇気が必要。 

 工事を急ぐ業者には、疑ってかかりましょう。 



 

 

【法人契約の生命保険契約の経理処理の基礎（3）】 

既契約の保険契約を払済保険へ変更した場合の取り扱い 
… 法人税法通達９－３－７の２ 

 法人が既に加入している生命保険をいわゆる払済保険に変更した場合には、

原則として、その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産

に計上している保険料の額（以下９－３－７の２において「資産計上額」とい

う。）との差額を、その変更した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に

算入する。ただし、既に加入している生命保険の保険料の全額（傷害特約等に

係る保険料の額を除く。）が役員又は使用人に対する給与となる場合は、この限

りでない（平 14年課法２－１「二十一」により追加） 
 (注)  
１ 養老保険、終身保険及び年金保険（定期保険特約が付加されていないも

のに限る。)から同種類の払済保険に変更した場合に、本文の取扱いを適
用せずに、既往の資産計上額を保険事故の発生又は解約失効等により契

約が終了するまで計上しているときは、これを認める。  
 ２  本文の解約返戻金相当額については、その払済保険へ変更した時点にお

いて当該変更後の保険と同一内容の保険に加入して保険期間の全部の保

険料を一時払いしたものとして、９－３－４から９－３－６までの例に

より処理するものとする。   
  ３ 払済保険が復旧された場合には、払済保険に変更した時点で益金の額又

は損金の額に算入した金額を復旧した日の属する事業年度の損金の額又

は益金の額に、また、払済保険に変更した後に損金の額に算入した金額

は復旧した日の属する事業年度の益金の額に算入する。  
  
【解説】 
保険契約においては、既契約の途中で保険料が支払えなくなったような場

合に、保険料の払込を中止し、既払保険料に係る解約返戻金を利用して契約

の存続を図る方法があります。これを一般に「払済保険」といいます。 
  従前、既契約の保険を払済保険へ変更した場合、実務上、何らの経理処理

も行われていませんでしたが、税務上も、通常その変更が払込期間の中途で

保険料の支払が困難になった場合に行われるものであることと、新たな保険

契約の締結ではなく既契約の保険期間のまま保険金額が減額されるにとどま

ること等の事情を考慮して、これが容認されていました。  
   ところが、最近、契約当初から払済保険への変更を予定して、これにより
税負担の軽減を図る事例が見受けられるようになりました。 
  すなわち、現在、定期保険は、一定の要件を満たす貯蓄性の高いものを除

き、支払保険料の全額について期間の経過に応じて損金に算入することが認

められていますが、定期保険の保険料の中には将来の保険事故に備える責任

準備金の部分、つまり実質的な前払部分が含まれており、保険期間の中途に

解約した場合はその金額を基に解約返戻金が支払われることになります。  
  このため、例えば、逓増定期保険特約付の終身保険を加入するに当たって、

契約当初は終身保険部分は非常に低くし、特約部分の保険料を多額にして保



険料の大部分を支払時に損金処理した上で、その後解約返戻金相当額が最高

になる時点において、既保険契約を払済保険に変更して、変更後は解約返戻

金相当額を原資とした終身保険とすることにより、結果的に既に損金処理さ

れた保険料の一部を簿外資金として留保することが可能となります。 
払済保険は、解約返戻金を利用して契約の存続を図る方法である。この場

合、保険期間は元契約のままで、そのときの解約返戻金を一時払保険料（元

契約が定期保険特約付終身保険の場合は終身保険）に充当することになりま

す。したがって、払済保険の保険金は、変更時の元契約の残存保険期間を保

険期間とし、変更時の被保険者の到達年齢を加入年齢とする終身保険等の一

時払保険料に解約返戻金を振り替えて計算した金額となり、換言すれば、解

約返戻金を一時払いして新たに終身保険等に加入したとみることもできます。  
  これと類似する制度として、保険契約の転換制度がある。保険契約の転換

は、既契約の養老保険や定期保険に係る責任準備金や配当金等の合計額を新

たな養老保険や定期保険に係る一時払保険料に充当する形で契約を切り替え

るものです。  
  払済保険との違いは、払済保険は既契約の保険種類や保険期間は変更でき

ませんが、転換の場合は保険の種類、保険期間などの変更が可能であること、

払済保険は元契約に復旧することができますが、転換にはそのような措置は

ない点です。  
  しかし、いずれも既契約による責任準備金又は解約返戻金を一時払保険料

として充当する点については一致しており、その経済的な効果や払済保険の

現状等を考慮すれば、税務上双方について同様の処理を行うことが相当であ

ると考えられます。   
したがって、「払済保険においても、転換の処理（基通９－３－７）と同様

に、払済保険に変更した日を含む事業年度において、過去に先行して損金算

入した支払保険料の前払部分の精算があったとみなして、解約返戻金を収益

計上する一方で、その同額が保険料として一時払いされたものとして処理す

ることが相当であるという。」 
本通達の本文で、このことを明らかにされている。 

  ただし、例えば、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者とし、

死亡保険金の受取人が被保険者の遺族とされている場合には、支払保険料の

全額がその役員又は使用人に対する給与とされることから、払済保険への変

更時に保険契約者において洗替（あらいがえ）経理処理を行う必要はありま

せん。   
現行の９－３－７の取扱いにおいては、養老保険、終身保険及び年金保険

から同種類の保険に転換した場合にも、洗替経理処理を行うこととしていま

す。  
  しかし、払済保険は保険期間が既契約と同じであり、単に保険金額が変更

されるだけであるため、養老保険等の場合に積立保険料として資産計上した

金額は理論的には変動することはないことから、洗替をしなくとも課税上の

大きな問題は生じないと思えます。  
  このため、定期保険特約が付加されているようなものは別として、単体の

養老保険、終身保険及び年金保険から同種類の払済み保険に変更した場合に

は、これらの保険に洗替経理処理を行わず、そのまま保険事故の発生又は解



約・失効等により契約が終了するまで資産計上を継続することとしても差し

支えないものと考えら、本通達の(注)１では、このことを明らかにしています。   
なお、上記の洗替経理処理を行った場合の払済保険変更後の経理処理は、

転換の場合と同様に、変更のあった日に解約返戻金相当額の保険料の一時払

いをしたものとして、払済保険変更後の保険の種類に応じて、それぞれ各種

の生命保険料の税務上の取扱いを適用して処理することとなります。本通達

の(注)２でこのことを明らかにしています。   
払済保険は、一定期間内であれば元の保険契約への復旧が可能であるため、

払済保険への変更時に元の保険契約を精算したとみなして処理した場合には、

その後復旧されたときにどのように処理するかが問題となります。  
  この点については、復旧されれば、元の保険契約に戻ることになるので、

払済保険への変更はなかったものとして処理すべきものと考えられます。    
具体的には、払済保険に変更した時点で益金の額又は損金の額に算入した

額を復旧した日の属する事業年度の損金の額又は益金の額に、また、払済保

険に変更した後に損金の額に算入した額を復旧した日の属する事業年度の益

金の額に算入することになります。  
  本通達の(注)３では、このことを明らかにしています。 
  なお、復旧に際して払い込まれた保険料は、当然のことながら当初の契約

の保険に基づく税務上の取扱いによることとなります。 
 
 

   


